
 

 

第３３９回宮城県議会（定例会）提出予定議案一覧 

  

Ⅰ 予算議案（２件） 

 

 

（１） 議第 225 号議案 

 

（２） 議第 226 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年度 宮 城 県 一 般 会 計 補 正 予 算                     

  平成 24 年度  宮城県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算 



 

 

Ⅱ 予算外議案（５８件） 

 

１ 条例議案（４１件） 

 

（１） 議第 227 号議案 

 

 

 

 

（２） 議第 228 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

核 燃 料 税 条 例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行の核燃料税条例が平成２５年６月２０日に失効すること

に伴い，新たに条例を制定しようとするもの 

 施行 規則で定める日 

 所管 税務課 

○主な内容 

 １あ課 税 客 体あ発電用原子炉への核燃料の挿入 

 ２あ課 税 標 準あ発電用原子炉に挿入した核燃料の価額 

 ３あ納税義務者あ発電用原子炉の設置者 

 ４あ税 率あ核燃料価額の１００分の１２ 

 ５あ適 用 期 間あ５年間 

 

 

 

指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の改正に伴い，指

定猟法禁止区域等に設置する標識の基準について必要な事項を

定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 自然保護課 

 

○主な内容 

 指定猟法禁止区域等に設置する標識の寸法に関する基準 



 

 

 

（３） 議第 229 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 議第 230 号議案 

 

 

 

 

 

 

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活保護法の改正に伴い，保護施設等の設備及び運営に関す 

る基準について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 社会福祉課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める

条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法の改正に伴い，病院及び診療所の人員及び施設に関す 

る基準等について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 医療整備課 

○主な内容 

 病院及び診療所に配置すべき職種，必要な施設等に関する基準 



 

 

 

（５） 議第 231 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 議第 232 号議案 

 

 

 

 

 

 

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法の改正に伴い，軽費老人ホームの設備及び運営に 

関する基準について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 長寿社会政策課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉法の改正に伴い，養護老人ホームの設備及び運営に 

関する基準について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 長寿社会政策課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 



 

 

 

（７） 議第 233 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 議第 234 号議案 

 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め

る条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉法の改正に伴い，特別養護老人ホームの設備及び運 

営に関する基準について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 長寿社会政策課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関

する基準を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法の改正に伴い，介護老人保健施設の人員，施設及

び設備並びに運営に関する基準について必要な事項を定めよう

とするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 長寿社会政策課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 



 

 

 

（９） 議第 235 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 議第 236 号議案 

 

 

 

 

指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関す

る基準等を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法の改正に伴い，指定居宅サービス等の事業の人員，

設備及び運営に関する基準等について必要な事項を定めようと

するもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 長寿社会政策課 

○主な内容 

 事業所等に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法の改正に伴い，指定介護予防サービス等の事業の

人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等について必要

な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 長寿社会政策課 

○主な内容 

 事業所等に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

 



 

 

 

（11） 議第 237 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 議第 238 号議案 

 

 

 

 

 

指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法の改正に伴い，指定介護老人福祉施設の人員，設

備及び運営に関する基準等について必要な事項を定めようとす

るもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 長寿社会政策課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

 

指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する

基準を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法の改正に伴い，指定介護療養型医療施設の人員，

設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めようとす

るもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 長寿社会政策課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

 



 

 

 

（13） 議第 239 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14） 議第 240 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法の改正に伴い，児童福祉施設の設備及び運営に関 

する基準について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 子育て支援課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

 

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法の改正に伴い，婦人保護施設の設備及び運営に関 

する基準について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 子育て支援課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 



 

 

 

（15） 議第 241 号議案 

 

 

 

 

 

 

（16） 議第 242 号議案 

 

 

 

 

 

指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法の改正に伴い，指定通所支援の事業等の人員，設

備及び運営に関する基準等について必要な事項を定めようとす

るもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 障害福祉課 

○主な内容 

 事業所に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

 

指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法の改正に伴い，指定障害児入所施設等の人員，設

備及び運営に関する基準等について必要な事項を定めようとす

るもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 障害福祉課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 



 

 

 

（17） 議第 243 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

（18） 議第 244 号議案 

 

 

 

 

 

指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に

関する基準等を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立支援法の改正に伴い，指定障害福祉サービスの事

業等の人員，設備及び運営に関する基準等について必要な事項

を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 障害福祉課 

○主な内容 

 事業所に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準

等を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障害者自立支援法の改正に伴い，指定障害者支援施設の人員， 

設備及び運営に関する基準等について必要な事項を定めようと

するもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 障害福祉課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 



 

 

 

（19） 議第 245 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20） 議第 246 号議案 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立支援法の改正に伴い，障害福祉サービス事業の設

備及び運営に関する基準について必要な事項を定めようとする

もの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 障害福祉課 

○主な内容 

 事業所に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定

める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立支援法の改正に伴い，地域活動支援センターの設

備及び運営に関する基準について必要な事項を定めようとする

もの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 障害福祉課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 



 

 

 

（21） 議第 247 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（22） 議第 248 号議案 

 

 

 

 

 

 

福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立支援法の改正に伴い，福祉ホームの設備及び運営 

に関する基準について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 障害福祉課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 

障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立支援法の改正に伴い，障害者支援施設の設備及び 

運営に関する基準について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 障害福祉課 

○主な内容 

 施設に配置すべき職種，必要な設備等に関する基準 



 

 

 

（23） 議第 249 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（24） 議第 250 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

職 業 訓 練 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 

 

職業能力開発促進法の改正に伴い，職業能力開発校等が実施

する職業訓練の基準等について必要な事項を定めようとするも

の 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 産業人材対策課 

○主な内容 

 職業訓練の教科，訓練時間，指導員の資格等に関する基準 

 

 

 

県 道 の 構 造 の 技 術 的 基 準 等 を 定 め る 条 例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路法の改正に伴い，県道の構造に関する技術的基準につい

て必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 道路課 

 

○主な内容 

 車道の車線数，幅員，歩道の幅員等に関する技術的基準 



 

 

 

（25） 議第 251 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

（26） 議第 252 号議案 

 

 

 

 

 

高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造に関す

る基準を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改

正に伴い，移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基

準について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 道路課 

○主な内容 

 特定道路の歩道等の幅員，舗装，立体横断施設等に関する基準 

高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

に基づく移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設

置に関する基準を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改

正に伴い，移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に

関する基準について必要な事項を定めようとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 都市計画課 

○主な内容 

○園路及び広場，屋根付広場等の設置に関する基準 

 

 



 

 

 

（27） 議第 253 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（28） 議第 254 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 合 教 育 セ ン タ ー 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合教育センターの設置及び職員に関し必要な事項を定めよ

うとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 教職員課 

○総合教育センターの概要 

 １ 位置 名取市美田園二丁目１番地の４（教育・福祉複合施設（通 

称「まなウェルみやぎ」）内） 

 ２ 規模 延べ床面積 10,286.81㎡ 

 ３ 業務 教育関係職員の研修，教育相談，教育に関する調査研究及 

び情報教育に関する実習等 

行 政 機 関 設 置 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台塩釜港，石巻港及び松島港の統合に伴い，県管理港湾の

名称を変更する等所要の改正を行おうとするもの 

 施行 公布の日 

 所管 人事課，港湾課 

○主な内容 

あ石巻港，松島港をそれぞれ仙台塩釜港石巻港区，仙台塩釜港松島港区 

に名称変更する 



 

 

 

（29） 議第 255 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（30） 議第 256 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車賃等の額の改正等所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 人事課，教育庁総務課 

○主な内容 

 １ 自家用自動車を利用した場合の車賃単価の改定 

 ２ 日当の支給を県外旅行のみとし，支給額を２分の１に改定 

 ３ 行政職７級以上の宿泊料の額の改定 

 

行 政 機 関 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

リハビリテーション支援センター及び中央児童相談所の移転

に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 人事課 

○主な内容 

 リハビリテーション支援センター及び中央児童相談所の位置の変更

（仙台市 → 名取市） 



 

 

 

（31） 議第 257 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（32） 議第 258 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福

祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立支援法の改正に伴い，関係条例につき，規定の整

理を行おうとするもの 

 施行 平成２５年４月１日等 

 所管 職員厚生課，保健福祉総務課，障害福祉課 

○主な内容 

 引用法令の名称変更 

宮 城 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

地方税法の改正に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日等 

 所管 税務課 

 

○主な内容 

 地方消費税の税率の引き上げ 

 １００分の２５ → ６３分の１７（平成２６年４月１日～） 

 ６３分の１７ → ７８分の２２（平成２７年１０月１日～） 

 

消費税率 
(国税) 
【A】 

地方消費税 
計 

【A】+【C】 税率 
【B】 

消費税率換算 
【C】=【A】*【B】 

現行 4% 25/100 1% 5% 

H26.4.1～ 6.3% 17/63 1.7% 8% 

H27.10.1～ 7.8% 22/78 2.2% 10% 



 

 

 

（33） 議第 259 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（34） 議第 260 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

 知事の権限に属する事務の一部を新たに市町村が処理するこ

ととするため，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 市町村課 

○主な内容 

 市町村の希望に基づく事務の移譲 → ３事務５団体 

環 境 影 響 評 価 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価法の改正等に伴い，所要の改正を行おうとする

もの 

 施行 公布の日等 

 所管 環境対策課 

○主な内容 

○１○事業者が環境影響評価手続において作成し知事等に送付する書 

○○類，その公表方法及び説明会開催義務の追加等に伴う規定の整理 

２２○東日本大震災復興特別区域法による環境影響評価手続の特例適 

用に伴う規定の追加 



 

 

 

（35） 議第 261 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（36） 議第 262 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 福 祉 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 子ども総合センターの移転等に伴い，所要の改正を行おうと

するもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 保健福祉総務課 

○主な内容 

○１○子ども総合センター及びリハビリテーション支援センターの位 

置の変更（仙台市 → 名取市） 

２○中央児童館の廃止に伴う設置規定の削除 

○ 

職 業 能 力 開 発 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

東日本大震災により被害を受けた者に係る入学金の免除の期

間を延長するため，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 産業人材対策課 

○主な内容 

○東日本大震災により被害を受けた者に係る入学金の免除の期間を 

平成２５年度まで延長 



 

 

 

（37） 議第 263 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（38） 議第 264 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 業 大 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東日本大震災により被害を受けた者に係る入学金等の免除の 

期間を延長するため，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 農業振興課 

○主な内容 

○東日本大震災により被害を受けた者に係る入学金及び寄宿舎料の免

除の期間を平成２５年度まで延長 

養 ほ う 振 興 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 養ほう振興法の改正に伴い，規定の整理を行おうとするもの 

 施行 平成２５年１月１日 

 所管 畜産課 

○主な内容 

 引用法令の名称及び条文中，「はち（ほう）」「みつ」を「蜂」「蜜」に

変更 

  



 

 

 

（39） 議第 265 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（40） 議第 266 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 立 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園法の改正に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 都市計画課 

○主な内容 

○県民１人当たりの公園敷地面積，公園の配置及び規模，公園施設の建

築面積等に関する基準の追加 

 

 

県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公営住宅法の改正等に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 住宅課 

○主な内容 

○１○公営住宅の構造，設備，入居収入等の基準の追加 

２２○東日本大震災復興特別区域法及び福島復興再生特別措置法によ 

る入居者資格の特例の追加 



 

 

 

（41） 議第 267 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 立 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美田園高等学校の移転等に伴い，所要の改正を行おうとする

もの 

 施行 平成２５年４月１日 

 所管 高校教育課 

○主な内容 

○１○美田園高等学校の位置の変更（仙台市 → 名取市） 

２２○東日本大震災により被害を受けた者に係る入学金等の免除の期

○間を平成２５年度まで延長 



 

 

 

２ 条例外議案（１７件） 

 

（１） 議第 268 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 議第 269 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

当 せ ん 金 付 証 票 の 発 売 限 度 額 に つ い て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度において県が発売する自治宝くじの発売限度額

について，当せん金付証票法の定めるところにより，議会の議

決を受けようとするもの 

 所管 財政課 

○宝くじの発売限度額○105億円 

指定管理者の指定について（宮城県慶長使節船ミュージ

アム） 
 

宮城県慶長使節船ミュージアムの指定管理者を指定すること

について，地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受

けようとするもの 

 所管 消費生活・文化課 

○主な内容 

●１ 指定しようとする団体 公益財団法人慶長遣欧使節船協会 

●２ 指 定 の 期 間 平成２５年４月１日～ 

●２ 指 定 の 期 間 平成２８年３月３１日 



 

 

 

（３） 議第 270 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 議第 271 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者の指定について（みやぎ産業交流センター） 

 

 

 

 

みやぎ産業交流センターの指定管理者を指定することについ

て，地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受けよう

とするもの 

 所管 海外ビジネス支援室 

○主な内容 

●１ 指定しようとする団体 夢メッセみやぎ管理運営共同事業体 

●２ 指 定 の 期 間 平成２５年４月１日～ 

●２ 指 定 の 期 間 平成２６年３月３１日 

指定管理者の指定について（仙台港多賀城地区緩衝緑地） 

 

仙台港多賀城地区緩衝緑地の指定管理者を指定することにつ

いて，地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受けよ

うとするもの 

 所管 都市計画課 

○主な内容 

●１ 指定しようとする団体 株式会社東北ダイケン 

●２ 指 定 の 期 間 平成２５年４月１日～ 

●２ 指 定 の 期 間 平成２８年３月３１日 



 

 

 

（５） 議第 272 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 議第 273 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者の指定について（改良県営住宅，地区施設及

び改良住宅駐車場並びに特定公共賃貸住宅及び駐車場） 
 

改良県営住宅，地区施設及び改良住宅駐車場並びに特定公共

賃貸住宅及び駐車場の指定管理者を指定することについて，地

方自治法の定めるところにより，議会の議決を受けようとする

もの 

 所管 住宅課 

○主な内容 

●１ 指定しようとする団体 宮城県住宅供給公社 

●２ 指 定 の 期 間 平成２５年４月１日～ 

●２ 指 定 の 期 間 平成２８年３月３１日 

指定管理者の指定について（宮城県婦人会館） 

 

宮城県婦人会館の指定管理者を指定することについて，地方

自治法の定めるところにより，議会の議決を受けようとするも

の 

 所管 生涯学習課 

○主な内容 

●１ 指定しようとする団体 財団法人みやぎ婦人会館 

●２ 指 定 の 期 間 平成２５年４月１日～ 

●２ 指 定 の 期 間 平成２８年３月３１日 



 

 

 

（７） 議第 274 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 議第 275 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

災害弔慰金等支給審査会等の事務の受託について（大崎

市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

大崎市の災害弔慰金等の支給に係る審査会の設置運営等の事

務を受託しようとするもの 

所管 震災援護室 

県行政に係る基本的な計画の策定について（宮城県スポ

ーツ推進計画） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県スポーツ推進計画を策定することについて，宮城県行

政に係る基本的な計画を議会の議決事件として定める条例の定

めるところにより，議会の議決を受けようとするもの 

 所管 スポーツ健康課 

○計画の内容 

○１○計画の策定にあたって 

 ２ 本県スポーツの現状と課題 

 ３ 本県スポーツの理念と基本姿勢 

 ４ 施策の展開 

 ５ 計画の推進 



 

 

 

（９） 議第 276 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 議第 277 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産の取得について（操船シミュレータ一式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操船シミュレータ一式を取得することについて，地方自治法

の定めるところにより，議会の議決を受けようとするもの 

 所管 高校教育課 

○主な内容 

○１○取得しようとする財産○操船シミュレータ一式 

○２○取 得 金 額○104,790,000円 

○３○取 得 の 相 手 方○株式会社マリックス 

 

工事請負契約の締結について（栗駒ダム取水塔工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 926,100,000円 

あ契約の相手方あ株式会社丸島アクアシステム 

ああ所管あ農村整備課 

○施工地名あ栗原市栗駒沼倉玉山地内 

○工事内容あ取水設備制作・据付工 一式 

○工事内容あ既設取水設備撤去工 一式 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２７年３月１６日 



 

 

 

（11） 議第 278 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 議第 279 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負契約の締結について（宮戸地区海岸堤防等災害復

旧工事） 

あ請 負 金 額 880,950,000円 

あ契約の相手方あ奥田建設株式会社 

ああ所管あ農村整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施工地名あ東松島市宮戸地内 

○工事内容あ扇田工区農地海岸堤防工あ復旧延長 305.9ｍ 

ああああああ波津々浦工区農地海岸堤防工 復旧延長 224.5ｍ 

      鳴瀬２９工区農地復旧工 1.26ha 

      鳴瀬２９工区除塩工 1.26ha 

      鳴瀬３０工区農地復旧工 17.22ha 

      鳴瀬３０工区除塩工 17.22ha 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２６年３月２０日 

工事請負契約の締結について（漁業調査指導船建造工事） 

あ請 負 金 額 1,270,500,000円 

あ契約の相手方あ株式会社ヤマニシ 

ああ所管あ水産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○工事内容あ総トン数 190トン型，全長 44.5ｍ，幅 7.6ｍ 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２５年３月２９日 



 

 

 

（13） 議第 280 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14） 議第 281 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負契約の締結について（閖上漁港護岸等災害復旧 

工事） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 493,500,000円 

あ契約の相手方あ熱海建設株式会社 

ああ所管あ漁港復興推進室 

○施工地名あ名取市閖上字東須賀地内 

○工事内容あ護岸あ復旧延長 311.4ｍ 

○工事内容あ岸壁○復旧延長 223.8ｍ 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２６年３月２８日 

工事請負契約の締結について（荒浜漁港導流堤災害復旧 

工事） 

あ請 負 金 額 945,000,000円 

あ契約の相手方あ東亜建設工業株式会社 

ああ所管あ漁港復興推進室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施工地名あ亘理郡亘理町荒浜地先 

○工事内容あ本体工（鋼管矢板）あ復旧延長 263.7ｍ 

○○○○○○本体工（上部コンクリート） 復旧延長 220.8ｍ 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２７年３月２７日 



 

 

 

（15） 議第 282 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16） 議第 283 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負契約の締結について（主要地方道古川松山線志 

田橋架換（上部工）工事） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 704,025,000円 

あ契約の相手方あ株式会社横河ブリッジ 

ああ所管あ道路課 

○施工地名あ大崎市古川下中目地内 

○工事内容あ橋梁上部工 

あああああああ延長あ 268.0ｍあ 幅員 6.5（13.3）ｍ 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２７年３月２５日 

工事請負契約の締結について（仙台塩釜港塩釜港区防波 

堤等災害復旧工事） 

あ請 負 金 額 499,800,000円 

あ契約の相手方あ津田海運株式会社 

ああ所管あ港湾課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施工地名あ塩竈市浦戸石浜本石浜地先外 

○工事内容あ離岸堤あ復旧延長 300.0ｍ 

ああああああ物揚場あ復旧延長 167.5ｍ 

○○○○○○桟橋 復旧延長 29.9ｍ 

ああああああ防波堤 復旧延長 181.4ｍ 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２５年３月２９日 



 

 

 

（17） 議第 284 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負契約の締結について（仙台塩釜港松島港区防砂

堤等災害復旧工事） 

○請 負 金 額 594,300,000円 

契約の相手方あ宇佐美工業株式会社 

ああ所管あ港湾課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○施工地名あ松島町松島福浦島地先外 

○工事内容あ防砂堤あ復旧延長 305.9ｍ 

ああああああ導流堤あ復旧延長 298.0ｍ 

○○○○○○船揚場外 復旧延長 102.3ｍ 

ああああああ桟橋外 復旧延長 106.7ｍ 

○○○○○○防波堤 復旧延長 151.0ｍ 

○○○○○○物揚場 復旧延長 24.5ｍ 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２５年３月２９日 



 

 

Ⅲ 報告（３件） 

 

（１） 報告第 18 号 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 報告第 19 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額の決定） 

 

 和解及び損害賠償の額の決定について，それぞれ専決処分し 

たので報告するもの 

○事故の状況 

 １ 件   数 ９件 

 ２ 発   生 平成２３年３月～平成２４年３月 

 ３ 損害原因 県管理道路の損傷による事故等 

 ４ 損害賠償額 1,000,163円 

 ５ 専決処分日 平成２４年１０月１２日～平成２４年１１月６日 

 

専決処分の報告について（県営住宅の明渡請求等に係る 

訴えの提起） 
 

 

 

 

 

 

 

 

あああああああああああ 

 長期にわたる県営住宅の家賃滞納者に対し住宅の明渡し及び 

滞納家賃等の支払を求める訴えを提起することについて，それ 

ぞれ専決処分したので報告するもの 

○家賃滞納者 １０名 

○訴え提起の日 平成２４年１０月３０日等 



 

 

 

（３） 報告第 20 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（交通事故に係る和解及び損害 

賠償の額の決定） 
 

 交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について，それ 

ぞれ専決処分したので報告するもの 

○事故の状況 

 １ 件   数 １８件 

 ２ 発   生 平成２３年４月～平成２４年９月 

 ３ 損害内容 人身事故，車両事故 

 ４ 損害賠償額 4,867,216円 

 ５ 専決処分日 平成２４年１０月１２日～平成２４年１１月６日 
 

 


